
介護保険料率 

平成22年度の 介護保 険 料 率 

当組合の介護保険料率を､１，０００分の１６．０００から１，０００分の１２．０００と 
し，平成２２年３月1日（平成２２年３月保険料、ただし法第２０条の規定による被 
保険者及び法附則第９条の規定による被保険者のついては、平成２２年４月 
分保険料）から実施する。 

事業主 ８．００/１，０００ 

（平成２１年度） 介護の保険料率 

（平成２２年度） 介護の保険料率 

合　　計 １６．００/１，０００ 

被保険者 ８．００/１，０００ 

合　　計 １２．００/１，０００ 

被保険者 ６．００/１，０００ 

事業主 ６．００/１，０００



一般保険料率　変更前

　　　　変更後 

合　　計 ４８．５６０/１，０００ １．４４０/１，０００ ５０．０００/１，０００ 

事業主 ２４．２８０/１，０００ ０．７２０/１，０００ ２５．０００/１，０００ 

被保険者 ２４．２８０/１，０００ ０．７２０/１，０００ ２５．０００/１，０００ 

合　　計 ４８．４５０/１，０００ １．５５０/１，０００ ５０．０００/１，０００ 

（平成２２年度） 一般の保険料率 調整保険料率 合　　　　計 

事業主 ２４．２２５/１，０００ ０．７７５/１，０００ ２５．０００/１，０００ 

被保険者 ２４．２２５/１，０００ ０．７７５/１，０００ ２５．０００/１，０００ 

平成22年度 の 健康保 険 料 率 

当組合の保険料率を､１，０００分の４８．４５０から１，０００分の４８．５６０とし，平成２２年３月1 

日（平成２２年３月保険料、ただし法第２０条の規定による被保険者及び法附則第９条の規 

定による被保険者のついては、平成２２年４月分保険料）から実施する。 

（平成２１年度） 一般の保険料率 調整保険料率 合　　　　計


